
厚生労働省の助成金の支給決定金額が本奨励金の金額を下回る場合は助成金の支給決定額と同額を 

交付します。 

申請期限は特定求職者雇用開発助成金の第１期支給決定通知後 60 日以内 
  

・申請書（様式第１号） 
・特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の第１期支給決定通知書の写し 
・対象事業主に係る納税証明書（市税に未納がない証明書） 
・対象労働者が属する事業所が市内で事業を営んでいることを確認できる書類（法人登記事項証明書、 

定款又は所在地証明書の写しなど） 
★様式は市ホームページからダウンロードできますが、窓口でもお渡しします。 

令和５年４月１日以降に対象労働者（市内に住所を有している等の要件あり）を雇用し、厚生労働省の 

特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）の第１期支給決定
を受けた事業主（その他要件あり）が対象です。 

 
  

対 象 要 件

◆お問い合わせ◆ 

秋田市産業振興部企業立地雇用課［市庁舎３階 窓口３－７］ 
TEL  ０１８－８８８－５７３４  FAX  ０１８－８８８－５７３２        
E-mail  ro- inbl@city.akita. lg. jp 
 

秋田市では、就職氷河期世代の正規雇用を推進するた
め、不安定な就労状態にある就職氷河期世代を正規雇用し
定着を図る市内事業主に対して、奨励金を交付します。 
 

令和６年４月発行 

地域就職氷河期世代支援加速化交付金活用

令和６年度事業 秋田市   

◆中小企業  30 万円   ◆大 企 業  25 万円  

採用 1 人当たり 

交 付 額

申 請 期 限

申 請 書 類

秋田市 就職氷河期 奨励金  検索 申請書のダウンロードは→ 

市のホームページ 

mailto:ro-inbl@city.akita.lg.jp


 

  
◇対象となる事業主について  

次の１～６、すべてに該当することが必要です。 
  

１ 安定雇用実現コースの支給決定を受けた事業主であること □ 

２ 市内に事業所があること □ 

３ 市税の滞納がないこと □ 

４ 
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第２条第４項に規定する接待飲食等営

業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業等を行っていないこと 
□ 

５ 事業主又は役員が、暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと □ 

６ 国、地方公共団体、独立行政法人および特定地方独立行政法人でないこと □ 

 
◇対象労働者について  

次の１・２、どちらにも該当することが必要です。 
１ 令和５年４月１日以降に市内企業に新たに雇用された安定雇用実現コースの対象となっているかた 
２ 市内に住所を有するかた 
 
◇安定雇用実現コースについて  

  【特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）】   
バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しい時期、平成５年（1993 年）～平成 16 年（2004 年）頃に 
就職活動を行っていたかた、いわゆる「就職氷河期世代」のうち、 

  ⚫不安定な仕事に就いている（正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている）かた 
  ⚫仕事に就いておらず（無業状態である）、就職に向けてお悩みのかた 
  ⚫学校卒業後、正規雇用としての経験がないかたであって、子育てなどにより就業にブランクがあるかた 
  などの正規雇用としての就職を支援する、厚生労働省による助成金の制度です。 
                                       
 ～関連事業のご紹介～ 
 ◆秋田市就職氷河期世代資格取得助成事業補助金 
  就職氷河期世代の就職やキャリアアップを支援するため、公的資格等の取得費用を補助します。 
 ◆秋田市なでしこ環境整備補助金 
  女性が働きやすい職場づくりや、仕事と子育ての両立支援に取り組む企業に対し、 

施設整備の費用の一部を補助します。 
 ◆秋田市障がい者雇用拡大支援事業補助金 
  障がいのあるかたを雇用し、今後も採用意欲のある企業へ環境整備費用を補助します。 


